
広報　常陸大宮　　　　平成２０年３月号１２

　平成１８年６月の健康保険法等の改正に伴い、４月から新たに「後期高齢者医療制度」が始まります。これにより、７５歳

以上の方（６５歳以上の一定の障害を有する方で広域連合が認定した方を含みます。）は現在加入している国保や社保（被

扶養者を含みます。）を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。

　

４
月
１
日
か
ら
、　

歳
以
上
の
方
（　

７５

６５

歳
以
上
の
一
定
の
障
害
を
有
す
る
方
で
広

域
連
合
が
認
定
し
た
方
も
含
み
ま
す
。）を

対
象
と
す
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

が
始
ま
る
こ
と
に
伴
い
、
新
た
に
後
期
高

齢
者
医
療
の
被
保
険
者
証
が
３
月
中
に
一

人
ひ
と
り
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
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●
４
月
１
日
の
時
点
で　

歳
（
一
定
の
障

７５

害
を
有
す
る
方
に
つ
い
て
は　

歳
）
に

６５

な
っ
て
い
る
方

　

３
月
中
に
１
人
一
枚
の
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
証
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
、
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
や
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
お

持
ち
の
方
へ
は
、
一
緒
に
同
封
し
て
郵
送

さ
れ
ま
す
。

●
４
月
２
日
以
降
に　

歳
の
誕
生
日
を
む

７５

か
え
る
方

　
　

歳
の
誕
生
日
の
お
よ
そ
１
か
月
前
に

７５
市
か
ら
送
付
さ
れ
る
お
知
ら
せ
の
各
種
手

続
き
が
お
済
み
に
な
っ
た
あ
と
、
後
期
高

齢
者
医
療
の
被
保
険
者
証
を
お
渡
し
し
ま

す
。

 

　

老
人
保
健
制
度
か
ら
、
引
き
続
き
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
市
へ
障
害
認
定
の
申
請
を
撤
回

す
る
申
し
出
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
加
入
を
せ
ず
、
現

在
加
入
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
ま
た

は
、
被
用
者
保
険
の
ま
ま
と
な
り
ま
す
。

こ
の
撤
回
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
た
後
で
も
、
い
つ
で
も
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

＊
今
後
、
一
定
の
障
害
を
有
し
、　

歳
に

６５

達
し
た
方
及
び
新
た
に
一
定
の
障
害
の

認
定
を
受
け
た　

歳
以
上　

歳
未
満
の

６５

７５

方
に
つ
い
て
は
、
申
請
し
認
定
を
受
け

る
と
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 
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被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
毎
年
８

月
１
日
か
ら
翌
年
７
月　

日
ま
で
の
１
年

３１

間
で
す
。
自
己
負
担
割
合
（
１
割
ま
た
は

３
割
）
に
つ
い
て
は
、
毎
年
、
前
年
の
所

得
に
応
じ
て
判
定
し
ま
す
。

　

有
効
期
限
は
、
４
月
１
日
か
ら
平

成　

年
７
月　

日
ま
で
の
１
年
４
か

２１

３１

月
間
と
な
り
ま
す
。

　

４
月
１
日
か
ら
７
月　

日
ま
で
の

３１

自
己
負
担
割
合（
１
割
ま
た
は
３
割
）

は
、
現
在
の
老
人
保
健
制
度
の
も
の

が
引
き
継
が
れ
ま
す
が
、
８
月
１
日

か
ら
は
、
前
年
の
所
得
に
よ
っ
て
変

更
に
な
る
方
も
い
ま
す
。
変
更
に
な

る
方
に
つ
い
て
は
、
７
月
中
に
被
保

険
者
証
の
変
更
等
の
お
知
ら
せ
が
あ

り
ま
す
。
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４
月
１
日
か
ら
は
、
今
回
届
い
た
後
期

高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
証
を
医
療
機
関

の
窓
口
に
掲
示
し
て
く
だ
さ
い
。
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広報　常陸大宮　　　　平成２０年３月号１３

・
年
金
額
が
年
額　

万
円
未
満
の
方

１８

や
、
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
を
合
わ
せ
た
額
が
年

金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る
方

 

（
７
月
中
旬
に
納
付
書
送
付
）

・　

歳
以
上
（　

歳
以
上　

歳
未
満

７５

６５

７５

で
一
定
の
障
害
の
あ
る
方
）
で
社

会
保
険
等
に
加
入
さ
れ
て
い
た
方

 

（　

月
中
旬
に
納
付
書
送
付
）

１０
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
被
保
険

者
一
人
ひ
と
り
に
、
保
険
料
を
納
め
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
額
は
、
年
度
ご
と
に
、
そ
の

方
の
「
所
得
に
応
じ
て
ご
負
担
い
た
だ
く

部
分
（
所
得
割
）」
と
、「
被
保
険
者
の
方

に
等
し
く
ご
負
担
い
た
だ
く
部
分
（
被
保

険
者
均
等
割
）」
の
合
計
額
と
し
て
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
運
営
主
体
で
あ
る

「
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
が
決
定

し
ま
す
。

　

な
お
、
保
険
料
は
、
介
護
保
険
と
同
様

に
個
人
ご
と
に
算
定
し
、
定
額
の
均
等
割

と
所
得
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
る
所
得
割
の

合
計
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、保
険
料
率
は
、

県
内
一
律
と
な
り
、
医
療
費
の
動
向
等
を

踏
ま
え
て
２
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
ま
す
。
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保
険
料
は
、
後
期
高
齢
者
の
方
々
全
員

に
支
払
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
年
金
が

一
定
額
以
上
の
方
は
、年
金
の
支
払
期（
偶

数
月
）
ご
と
に
、
年
金
か
ら
自
動
的
に
保

険
料
が
支
払
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

被
保
険
者
の
方
が
自
ら
、
金
融
機
関
な
ど

に
出
向
い
て
納
付
書
等
で
保
険
料
を
支

払
っ
て
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 
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年
金
か
ら
保
険
料
が
徴
収
さ
れ
る
方
に

は
、
４
月
上
旬
に
、
広
域
連
合
か
ら
保
険

料
額
が
決
定
し
た
こ
と
を
お
知
ら
せ
す
る

通
知
書
（
仮
徴
収
額
決
定
通
知
書
）
と
市

町
村
か
ら
特
別
徴
収
を
開
始
す
る
こ
と
を

お
知
ら
せ
す
る
通
知
書
（
特
別
徴
収
開
始

通
知
書
）
が
一
つ
の
通
知
書
と
し
て
送
ら

れ
ま
す
。

（
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
お
知
ら
せ

通
知
書
様
式
参
照
）

▲

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
お
知
ら
せ
通
知
書
様
式
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